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証券コード 9902
2019年５月31日

株 主 各 位
大阪市中央区上本町西一丁目２番16号
株 式 会 社 日 伝
代表取締役
社 長 福 家 利 一

第68期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、当社第68期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くだ

さいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、議決権行使書用紙により議決権を行使することができます
ので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用紙
に賛否をご表示いただき、2019年６月20日（木曜日）午後５時30分までに到着するようご返
送いただきたくお願い申しあげます。

敬 具

記

1． 日 時 2019年６月21日（金曜日）午前10時
（受付開始時刻は午前９時となります。）

2． 場 所 大阪市中央区上本町西一丁目２番16号 当社５階会議室
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

3． 会議の目的事項
報 告 事 項 1. 第68期(自至 2018

2019
年
年
４
３
月
月
１
31
日
日)事業報告の内容及び連結計算書類の内容

並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第68期(自至 2018
2019

年
年
４
３
月
月
１
31
日
日)計算書類の内容報告の件
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決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあ
げます。
◎株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当
社ウェブサイト（http://www.nichiden.com）に掲載させていただきます。
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（添 付 書 類）
事 業 報 告
(自至 2018

2019
年
年
４
３
月
月
１
31
日
日)

1. 企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過及び成果

当連結会計年度における我が国経済は、７月の西日本豪雨、９月の大型台風および北海道
胆振東部地震といった自然災害の影響による一時的な落ち込みがあったものの、前年度から
続く輸出の増加と高水準の企業収益を背景に好調を維持しておりましたが、年度の後半にな
り中国をはじめとした海外景気の減速感が高まり、国内においても徐々に不透明感を増す状
況となりました。
当社グループを取り巻く機械器具関連業界におきましては、幅広い業種での老朽化した設

備の更新需要に加え、人手不足対策、働き方改革対応による自動化・省力化投資も旺盛であ
り、年明けから一部で生産調整、在庫調整といった動きがみられたものの、概ね堅調に推移
いたしました。
このような状況の下、当社グループは、当期を初年度とする第２次中期経営計画

を策定し、３つの重点施策「事業領域の拡大」「生産性の向上」「管理体制の
強化」を軸として、「新たな商社機能」の強化と提供価値および貢献力の向上に取り組んで
まいりました。
具体的には、「ＩoＴ導入支援」をテーマに据え、従来のモノづくり系総合展示会に加え、
様々な業界の専門展示会へも積極的に出展し、ユーザーとの接点の拡大に取り組みました。
また、MEKASYSアカウントでのFacebookページを開設し、メールマガジンと併せた商品
情報の提供媒体を拡大いたしました。
組織面では、2018年９月、事業領域の拡大を目的として、油圧システムの設計・製造会

社であるエヌピーエーシステム株式会社（埼玉県蕨市）の全株式を取得し完全子会社といた
しました。海外におきましては、2018年６月、アメリカ合衆国デラウェア州に現地法人
「NICHIDEN USA Corporation」を設立し、イリノイ州シカゴにおいて営業を開始いたし
ました。また、2018年８月には当社子会社「NICHIDEN（Thailand）Co.,Ltd.」がチョン
ブリ県シーラチャ郡に新たな営業拠点を開設いたしました。
設備面では、2018年８月、営業業務の効率化およびお取引先の満足度の向上に資するこ

とを目的とした、新しい基幹システム「ＫＩＺＮＡ」が稼働し、2019年３月には、手狭に
なっておりました堺営業所の新築移転を行いました。
この結果、当連結会計年度におきましては、売上高1,246億４百万円（前年同期比4.1％
増）、営業利益65億９千５百万円（前年同期比9.0％増）、経常利益67億７千４百万円（前
年同期比8.3％増）となり、親会社株主に帰属する当期純利益につきましては、45億４千８
百万円（前年同期比4.4％増）と増収増益となりました。
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商品別の連結売上高の状況につきましては、次のとおりであります。
区 分 売 上 高 構 成 比
動 力 伝 導 機 器 53,977百万円 43.3％
産 業 機 器 27,598 22.2
制 御 機 器 43,028 34.5
合 計 124,604 100.0

（2）設備投資の状況
当連結会計年度において実施いたしました設備投資額は144百万円であり、その主なもの
は次のとおりであります。
① 当連結会計年度中に完成した主要設備
・当社
新基幹システムの構築（2018年８月）、堺営業所新築（2019年３月）

② 当連結会計年度継続中の主要設備の新設、拡充
該当事項はございません。

③ 重要な固定資産の売却、撤去、滅失
該当事項はございません。

（3）資金調達の状況
当連結会計年度の所要資金は自己資金により充当し、増資あるいは社債の発行による資金
の調達は行っておりません。

（4）対処すべき課題
当社グループは、第69期は第２次中期経営計画 ２年目として、当初
策定した以下の３つの重点施策を着実に推進し取り組んでまいります。

●事業領域の拡大
市場環境の変化への対応
・新たな商社機能の発揮と活用
ＩｏＴ導入支援事例の蓄積と提案力の向上

・戦略に沿ったリソースの重点的な投入
市場環境を見据えた人財の配置

・営業技術力強化に向けた機動的な投資
Ｍ＆Ａを含む営業技術力の向上

・ALL日伝での海外展開強化
国内営業との連携

・戦略的在庫の拡充とデリバリー機能の強化
地域・市場に応じたロジスティクス機能の発揮

宝印刷株式会社 2019年05月17日 14時42分 $FOLDER; 5ページ （Tess 1.50(64) 20181220_01）



― 5 ―

●生産性の向上
少子高齢化・人口減少による労働者の不足と働き方改革への対応
・情報投資や運用見直しによる業務効率の改善
　 新基幹システムの活用、ＥＤＩ連携の推進
・社内外ネットワークの連携強化
・多様な人財の活用と育成
他業界経験者の知見・人脈活用、システム案件対応力強化

●管理体制の強化
事業領域拡大における各種リスクへの対応
・コーポレートガバナンス・コードへの対応
・企業グループ全体のガバナンス強化
・事業領域拡大に応じた管理体制の強化
工事有資格者拡充、安全衛生教育、ＢＣＰ構築

これらの取り組みによって、お取引先様にとって「自社の業績向上になくてはならない企
業」日伝を目指してまいります。

（5）財産及び損益の状況の推移

区 分
第 65 期 第 66 期 第 67 期 第 68 期（当期）

自
至

2015
2016

年
年
４
３
月
月
１
31
日
日
自
至

2016
2017

年
年
４
３
月
月
１
31
日
日
自
至

2017
2018

年
年
４
３
月
月
１
31
日
日
自
至

2018
2019

年
年
４
３
月
月
１
31
日
日

売 上 高（百万円） 101,508 103,736 119,712 124,604
経 常 利 益（百万円） 5,222 5,243 6,254 6,774
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益（百万円） 3,555 3,704 4,354 4,548

１株当たり当期純利益（円） 113.16 117.95 138.67 144.82
総 資 産（百万円） 79,601 88,743 102,216 104,805
純 資 産（百万円） 63,726 67,674 72,698 75,520
（注） 1. １株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数（自己株式を控除した株式数）により算出して

おります。
2. 当社は、2017年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。第65
期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益を算定しております。

3. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を当
連結会計年度の期首から適用しており、第65期より当該会計基準等を遡って適用した後の数値とな
っております。
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（6）重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 当社の出資比率 主な事業内容

岡 崎 機 械 株 式 会 社 21百万円 100％ 木工用機械等の産業機器の販売
日伝国際貿易（上海）有限公司 250万ＵＳ＄ 100％ 動力伝導機器等の販売

（7）主要な事業内容
当社グループは、動力伝導機器、産業機器、制御機器の販売を主な事業としており、仕入
先メーカーにより最新技術を駆使して開発される多種多様な商品をはじめ、その先端技術情
報を提供しております。
主要な取扱商品は次のとおりであります。

動力伝導機器
減速機、変速機、チェーン伝導用品、ベルト伝導用品、歯車伝導用品、カップリング、
その他伝導関連商品、ベアリング、直動機器、ベアリングユニット、その他軸受関連商品、
金属材料、合成材料、セラミック、新素材

産 業 機 器
コンベヤ、運搬機器、振動機、昇降揚重機、保管関連機器、搬送システム、構造用システム機器、
包装・梱包システム機器、その他荷役・運搬・搬送関連商品、モータ、環境機器、ファン、
集塵・洗浄機器、ポンプ、その他機械器具・工具関連商品

制 御 機 器
油圧機器、空圧機器、真空機器、ホース、チューブ、継手、シーケンサ、表示器、
アクチュエータ、センサ、スイッチ、エンコーダ、画像処理、測定機器、計測機器、
盤用機器、ロボット、ナットランナ、メカトロパーツ、配管機材、
通信・ネットワーク機器、無停電電源装置、その他制御機器関連商品

（8）主要な事業所
① 当社
本 社 事 務 所 大阪市中央区上本町西一丁目２番16号
支 店 東京、名古屋、大阪、九州（福岡市）

営 業 所

札幌、北上、仙台、郡山、新潟、水戸、小山、高崎、埼玉（さいたま
市）、上田、千葉、横浜、南関東（海老名市）、西東京（福生市）、富山、
北陸（金沢市）、松本、静岡、浜松、豊橋、岡崎、小牧、鈴鹿、八日市
（東近江市）、滋賀（栗東市）、京都、東大阪、堺、神戸、姫路、岡山、福
山、広島、四国（高松市）、北九州、熊本

物 流 セ ン タ ー 東部（久喜市）、中部（小牧市）、西部（東大阪市）
そ の 他 テクノセンター（東大阪市）

② 子会社
岡 崎 機 械 株 式 会 社 岡山県倉敷市
日伝国際貿易（上海）有限公司 中華人民共和国 上海市
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（9）使用人の状況
① 企業集団の使用人の状況

使 用 人 数 前連結会計年度末比増減
884名 26名増

（注） 使用人数は就業人数であります。

② 当社の使用人の状況
使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数
797名 20名増 37.8歳 13.3年

（10）主要な借入先
該当事項はございません。

（11）その他企業集団の現況に関する重要な事項
当社は、2018年６月22日開催の第67期定時株主総会終結の時をもって監査役会設置会
社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。

2. 会社の株式に関する事項
（1）発行可能株式総数 126,000,000株
（2）発行済株式の総数 31,403,486株（自己株式482,514株を除く。）
（3）株 主 数 6,714名
（4）大 株 主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
日 伝 共 栄 会 3,539千株 11.27％
日 伝 仕 入 先 持 株 会 2,046 6.51
株式会社 利 双 企 画 1,700 5.41
日 伝 従 業 員 持 株 会 987 3.14
株式会社 百 十 四 銀 行 982 3.12
西 木 進 931 2.96
西 木 利 彦 839 2.67
有限会社 ニ シ キ 興 産 747 2.38
株式会社 み ず ほ 銀 行 700 2.22
株式会社 り そ な 銀 行 670 2.13
（注） 持株比率は自己株式（482,514株）を除いて計算しております。
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3. 会社の新株予約権等に関する事項
該当事項はございません。

4. 会社役員に関する事項
（1）取締役の氏名等

氏 名 地 位 及 び 担 当 重要な兼職の状況
西 木 利 彦 代表取締役会長
福 家 利 一 代表取締役社長
榊 原 恭 平 専務取締役 社長補佐兼管理本部管掌

酒 井 義 之 常務取締役 中部・西部ブロック担当兼中
部ＭＥシステム部管掌

岡 本 賢 一 常務取締役 東部ブロック長兼東部ＭＥシ
ステム部管掌

寒 川 睦 志 取締役 西部ブロック長

檜 垣 泰 雄 取締役 管理本部長 岡崎機械株式会社取締役
日伝国際貿易（上海）有限公司董事

佐々木 一 取締役 営業本部長兼営業推進部長 岡崎機械株式会社取締役

森 田 淳 二 取締役 西部ＭＥシステム部長兼西部エン
ジニアリング部担当

小 山 章 松 取締役 弁護士
小山章松法律事務所所長

吉 田 富 一 取締役（常勤監査等委員）

古 田 清 和 取締役（監査等委員） 公認会計士
甲南大学共通教育センター教授

川 上 勝 取締役（監査等委員） 税理士
川上会計事務所所長

寺 嶋 康 子 取締役（監査等委員） キャリアコンサルタント
オフィステラ 代表

（注） 1. 当社は、2018年６月22日開催の第67期定時株主総会終結の時をもって監査役会設置会社から監査
等委員会設置会社に移行いたしました。これに伴い、常勤監査役 河村竹佳氏及び石谷勇児氏、監
査役 古田清和氏及び川上勝氏は退任し、古田清和氏及び川上勝氏は新たに取締役（監査等委員）
に選任され、就任いたしました。

2. 取締役 寺嶋康子氏は2018年６月22日開催の第67期定時株主総会終結の時をもって任期満了によ
り退任いたしました。また、同日付をもって寺嶋康子氏は、新たに取締役（監査等委員）に選任さ
れ、就任いたしました。

3. 取締役 森田淳二氏は2018年６月22日開催の第67期定時株主総会において新たに取締役に選任さ
れ、就任いたしました。
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4. 取締役 吉田富一氏は2018年６月22日開催の第67期定時株主総会において新たに取締役（監査等
委員）に選任され、就任いたしました。

5. 監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役（監査等委員を除く）からの情報収集及び
重要な社内会議における情報共有並びに内部監査部門と監査等委員会との十分な連携を可能とすべ
く、吉田富一氏を常勤の監査等委員として選定しております。

6. 取締役 小山章松並びに取締役（監査等委員）古田清和、川上勝及び寺嶋康子の各氏は、会社法第
２条第15号に定める社外取締役であります。なお、小山章松、古田清和、川上勝及び寺嶋康子の各
氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

7. 取締役（常勤監査等委員）吉田富一氏は、当社の経理部門に長年在籍し、財務及び会計に関する相
当程度の知見を有するものであります。

8. 取締役（監査等委員）古田清和氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当
程度の知見を有するものであります。

9. 取締役（監査等委員）川上勝氏は、税理士の資格を有しており、会計及び税務に関する相当程度の
知見を有するものであります。

10. 決算期後の取締役の地位及び担当の異動（2019年４月１日付）は、次のとおりであります。
会社における地位 氏 名 担 当
専 務 取 締 役 岡 本 賢 一 東部ブロック長兼東部ＭＥシステム部管掌
常 務 取 締 役 酒 井 義 之 中部ブロック担当兼中部ＭＥシステム部管掌
常 務 取 締 役 寒 川 睦 志 西部ブロック長
取 締 役 佐々木 一 営業本部長
取 締 役 森 田 淳 二 西部ＭＥシステム部長兼エンジニアリング部担当

（2）責任限定契約の内容の概要
当社は社外役員及び監査等委員との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第
423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責
任の限度額は、法令で定める最低責任限度額としております。

（3）取締役及び監査役の報酬等の額
取締役（監査等委員を除く） 11名 272百万円（うち社外取締役 ２名 ９百万円）
取締役（監査等委員） ４名 27百万円（うち社外取締役 ３名 15百万円）
監査役 ４名 12百万円（うち社外監査役 ２名 ２百万円）
（注） 1. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。上記のほ

か、使用人兼務取締役（４名）に対し、使用人給与相当額64百万円支払っております。
2. 取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、2018年６月22日開催の第67期定時株主総会に
おいて年額500百万円以内と決議いただいております。

3. 取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2018年６月22日開催の第67期定時株主総会において
年額70百万円以内と決議いただいております。
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4. 監査役の報酬限度額は、2006年６月21日開催の第55期定時株主総会において年額70百万円
以内と決議いただいております。

5. 報酬等の額には当事業年度に未払役員賞与として費用処理した32百万円(取締役６名に対し30
百万円、監査等委員４名に対し２百万円）が含まれております。

6. 当社は、2018年６月22日開催の第67期定時株主総会終結の時をもって監査役会設置会社から
監査等委員会設置会社に移行しております。したがいまして、監査役に対する支給額は本移行
前の期間に係るものであり、また監査等委員である取締役に対する支給額は、本移行後の期間
に係るものであります。なお、取締役１名及び監査役２名は、本移行後に監査等委員である取
締役に選任されております。

7. 当社の監査等委員会において、取締役（監査等委員を除く）の各人毎の報酬等の額について、
報酬額の算定方法等を確認し、検討がなされましたが、特段の意見はございませんでした。

（4）社外役員に関する事項
取締役
① 重要な兼職先である他の法人等と当社との関係
取 締 役 小山章松 弁護士

小山章松法律事務所所長
同氏の兼職先と当社との間には、特別な関係はございません。

② 当事業年度における主な活動状況
取 締 役 小山章松 当事業年度開催の取締役会11回のうち11回に出席し、弁護士と

して法務での豊富な業務経験を基に専門的見地から発言を行って
おります。

取締役（監査等委員）
① 重要な兼職先である他の法人等と当社との関係
取 締 役
(監査等委員)

古田清和 公認会計士
甲南大学共通教育センター教授
同氏の兼職先と当社との間には、特別な関係はございません。

取 締 役
(監査等委員)

川上 勝 税理士
川上会計事務所所長
同氏の兼職先と当社との間には、特別な関係はございません。

取 締 役
(監査等委員)

寺嶋康子 キャリアコンサルタント
オフィステラ 代表
同氏の兼職先と当社との間には、特別な関係はございません。
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② 当事業年度における主な活動状況
取 締 役
(監査等委員)

古田清和 当事業年度開催の取締役会11回のうち11回、監査役会３回のう
ち３回及び監査等委員会８回のうち８回に出席し、公認会計士と
して豊富な業務経験を基に専門的見地から発言を行っておりま
す。

取 締 役
(監査等委員)

川上 勝 当事業年度開催の取締役会11回のうち11回、監査役会３回のう
ち３回及び監査等委員会８回のうち８回に出席し、税理士として
豊富な業務経験を基に専門的見地から発言を行っております。

取 締 役
(監査等委員)

寺嶋康子 当事業年度開催の取締役会11回のうち11回に、また監査等委員
会８回のうち８回に出席し、キャリアコンサルタントとして人財
育成での豊富な業務経験を基に専門的見地から発言を行っており
ます。

5. 会計監査人の状況
（1）会計監査人の名称

EY新日本有限責任監査法人
（注） 新日本有限責任監査法人は、2018年７月１日をもって、EY新日本有限責任監査法人に名称を

変更しております。

（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 26百万円
② 当社及び当社の子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 26百万円
（注） 1. 会計監査人の報酬等について監査等委員会が同意した理由

当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表している「会計監査人との連携に関する実務指
針」を踏まえ、社内の関係部署及び会計監査人から必要な資料の入手や報告を通じて、会計監
査人の監査計画の内容、監査項目別の監査時間及び監査報酬、過年度の監査計画と実績、当事
業年度の監査時間及び報酬額等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条
第1項の同意を行っております。

2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく
監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、報酬等の金額はこれら
の合計額を記載しております。

（3）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
当社では、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる
場合には、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が会計監査人を解任します。
また、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合のほか、よ

り適切な監査を行うために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、監査等委
員会は会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を
決定します。
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6． 会社の体制及び方針
当社は、2018年６月22日開催の第67期定時株主総会終結の時をもって、監査役会設置会

社から監査等委員会設置会社に移行しております。
（1）業務の適正を確保するための体制

当社及び当社子会社は、経営理念に基づき、業務の適正を確保するための体制（以下「内
部統制システム」という）を整備し、運用することが、社会的責任を果たし、企業価値を向
上させていく上での重要な経営の責務であると認識し、会社法及び会社法施行規則に基づき
以下の内部統制システムを構築してまいります。
また、当社内外の環境の変化に応じ、将来にわたり、より適切な内部統制システムを構
築、運営すべく努力してまいります。

①取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ. 当社は、当社の社会的責任を全うし、永続的に発展するためには、コンプライアンス
の徹底が必要不可欠であるとの認識の下、「行動憲章」を制定し、すべての取締役及び
使用人が高い倫理観に基づいて行動し、ステークホルダーから信頼される経営体制を
確立する。

ⅱ. 当社においては、法令、定款及び社内規則を遵守するための体制を決定するにあたり、
経営企画部を中心として検討された内部統制システムの整備方針・計画を取締役会が
決定する。

ⅲ. 当社においては、監査等委員会は、独立した立場から、内部統制システムの整備・運
用状況を含め、取締役の職務執行を監査・監督する。

ⅳ. 当社においては、監査室及び経営企画部の設置により、内部統制システムが有効に機
能しているかを確認し、また、その整備方針・計画の実行状況を監視・監督する。

ⅴ. 当社においては、経営企画部は、コンプライアンスに関する規程の整備や研修の定期
的実施により、「行動憲章」を周知徹底し、取締役及び使用人のコンプライアンス意識
の維持・向上を図る。

ⅵ. 当社は、事業に適用される法令等を認識し、その内容を関連各部署に周知徹底するこ
とにより、法的要求事項を遵守する体制を整備する。

ⅶ. 当社は、「内部通報制度」に基づき、「行動憲章」を逸脱する行為を知り、また、その
リスクを発見した場合に直接取締役及び使用人から連絡・相談を受けるための通報者
保護を徹底した内部通報窓口を設置し、事態の迅速な把握と是正を行う体制を構築す
る。

ⅷ. 上記体制の確立及び推進により、当社は市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会
的勢力及び団体の排除に向け、組織的な対応を図る。
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②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ⅰ. 当社は、法令及び「文書管理規程」などの社内規程に基づき、取締役の職務執行に係
る情報、文書等を定められた期間保存を行うとともに、取締役がこれらの文書等を常
時閲覧できる体制とする。

ⅱ. 当社は、「情報管理規程」などの社内規程に基づき、前号の記録及び文書、また、当社
の機密情報及び個人情報が外部に漏洩しないよう、安全かつ堅牢な情報管理を行う。

③損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ. 当社は、事業目的と関連した経営に重大な影響を及ぼす様々なリスクを認識し、評価
する仕組みを整備することにより、リスクを予防し、有事における損失を最小限に抑
える。

ⅱ. 当社は、リスク管理の実効性を確保するために、代表取締役社長を委員長とした「コ
ンプライアンス・リスク管理委員会」を設置し、リスク管理に関する体制、方針及び
施策を総合的に検討する。また、「リスク管理規程」に基づき、リスク毎に担当部署を
定め、定期的に対応策の見直しを行う。

ⅲ. 「コンプライアンス・リスク管理委員会」にて検討された結果は、経営企画部が取り
纏め、経営企画部長より取締役会・監査等委員会に報告するとともに、不測の事態が
発生した場合には、社内規程に基づき、迅速に対応し損害の極小化に努める。

④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ. 当社は、中期経営計画及び単年度の経営計画を策定し、当社の社内外の環境変化に迅
速に対応する。経営計画達成のため、「組織規程」「業務分掌規程」「職務権限規程」に
基づき、取締役の職務権限と担当業務を明確にし、職務の執行の効率化を図るととも
に、会社の機関相互の適切な役割分担と連携を確保する。

ⅱ. 当社は、「取締役会規程」に基づき、取締役会を原則として月１回開催し、経営に関す
る重要事項について審議、決議及び取締役の職務執行状況の監督等を行う。

⑤当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
ⅰ. 当社は、「関係会社管理規程」に基づき、当社子会社の事業状況、財務状況その他の重
要な情報などについて報告を求め、その事項について承認を行うものとする。

ⅱ. 当社は、当社子会社のリスク管理について定める規程を整備し、当社グループ全体の
リスクについて網羅的・総括的に管理する。

ⅲ. 当社は、当社子会社の社内規程において適切な職務権限と責任の明確化を図り、予算
制度に基づき、明確な目標を定め、予算業績管理を実施することで、当社グループの
業務執行の効率性を確保する。
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ⅳ. 当社は、監査室が当社子会社に対し内部監査を実施し、その結果に基づき、当社グル
ープの内部統制の有効性と妥当性を適時に評価する。

ⅴ. 当社は、「コンプライアンス行動ガイドブック」において、コンプライアンス体制の整
備につき指針を示し、教育や研修を通じて当社グループ全体のコンプライアンスの徹
底に努める。

ⅵ. 当社は当社子会社の役員として当社の役員又は社員を派遣し、経営のモニタリングを
行うことで、当社グループのガバナンスの強化を図る体制を整備する。

⑥監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役（監査等委
員であるものを除く。）からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効
性の確保に関する事項
ⅰ. 当社は、監査等委員会の職務を補助する使用人を、監査室に所属する使用人及び各ブ
ロック総務課に所属する使用人とし、当該部署の業務と兼務させることができるもの
とする。当該使用人は、監査等委員会が指定する補助すべき期間中は、監査等委員会
の指揮の下で職務を行うものとする。

ⅱ. 当社は、前号以外に、監査等委員会の要請に応じて、監査等委員会の業務補助のため
の専任スタッフを置くことができるものとする。専任のスタッフを置いた場合には、
他の業務を一切兼務させないこととする。

ⅲ. 監査等委員会の職務を補助する専任のスタッフの人事異動については、監査等委員会
と取締役が事前に協議するものとする。

⑦当社及び当社子会社の取締役（監査等委員であるものを除く。）及び使用人等が監査等
委員会に報告をするための体制
ⅰ. 監査等委員は、取締役会のほか、必要に応じて会議体に出席し、重要な事項の報告を
受ける体制をとる。

ⅱ. 当社及び当社子会社取締役（監査等委員であるものを除く。）、使用人及び当社子会社
の監査役は、会社経営や、コンプライアンスに関する事項、リスクに関する事項及び
内部統制に関する事項を含む事業運営上の重要事項並びに業務執行の状況及び結果に
ついて、速やかに監査等委員会に報告する。

ⅲ. 当社及び当社子会社取締役（監査等委員であるものを除く。）、使用人及び当社子会社
の監査役は、内部統制上の問題が発見された場合や当社及び当社子会社に著しい損害
を及ぼすおそれのある事実があることを発見した場合には、速やかに監査等委員会に
報告する。
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ⅳ. 当社の「関係会社管理規程」に定める関係会社管理業務の責任者は、当社及び当社子
会社の取締役、使用人又は当社子会社の監査役から、法令及び規程に定められた事項、
報告を求められた事項について報告を受けた場合には、速やかに監査等委員会にその
内容を報告する。

ⅴ. 監査等委員会への報告を行った者が、当該報告を行ったことを理由として、不利な取
扱いを受けないことを確保する体制とする。

⑧監査等委員の職務の執行について生ずる費用などの処理に係る方針
ⅰ. 「監査等委員会規程」に基づき、監査等委員会は、監査の方針・監査の計画・監査の
方法及び監査費用の予算などについて決議する。

ⅱ. 監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）に関し
て、費用の前払い又は償還の請求があった場合は、当該請求に係る費用などが当該監
査等委員の職務の執行について生じたものでないと証明しうる場合を除き、これに応
じる。

⑨その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ. 当社においては、代表取締役と監査等委員会が、相互の意思疎通を図るため、定期的
に会合を開くこととする。

ⅱ. 監査等委員会は、監査職務を効率的、効果的に行うため、会計監査人及び監査室と緊
密に連携し相互補完することとする。

ⅲ. 当社においては、監査等委員会の職務の遂行にあたり、監査等委員会が必要と認めた
場合には、弁護士、公認会計士等の外部専門家の利用を図れる環境を整備する。
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（2）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社では、上記方針に基づいて、内部統制体制の整備とその適切な運用に努めておりま
す。当期において実施いたしました内部統制上重要と考える主な取り組みは以下のとおりで
す。
① コンプライアンスに関する取り組み
コンプライアンス推進活動といたしましては、「コンプライアンス行動ガイドブック」
を当社及び当社子会社に配布するとともに、新入社員研修や社内Webシステム上の
「コンプライアンスルーム」を通じて啓蒙活動を積極的に行いました。また、毎年11
月を「コンプライアンス推進月間」と定め全社員の意識を高める活動を行ってまいり
ました。

② リスク管理に関する取り組み
当社「リスク管理規程」に基づき、「コンプライアンス・リスク管理委員会」を当事業
年度２回開催し、当社及び当社子会社の横断的なリスク管理活動を統括するとともに、
当社グループ全体のリスク管理体制が有効に機能していることを確認しております。

③ 子会社管理に関する取り組み
取締役会における各子会社取締役からの定期的な報告等に加え、当社「関係会社管理
規程」に基づいた取締役会、経営会議への付議等を通じ、子会社から随時必要な事項
の報告を受けております。また、監査等委員会及び監査室は子会社への監査も実施し
ており、当社グループ全体を通じ適正に職務を執行できる体制としております。

④ 監査等委員会の監査への取り組み
取締役会での監督に加え、監査等委員会を当事業年度８回開催し、取締役（監査等委
員であるものを除く。）の業務執行が法令及び定款に適合していることを確認しまし
た。また、当社常勤の監査等委員は、経営会議や重要な社内会議に出席し、実効的な
監査に必要な情報の報告を随時受けております。監査等委員会においてこれらの情報
を社外の監査等委員と共有することで、客観かつ公平な視点も備えた実効性のある監
査を実施しました。

（3）会社の支配に関する基本方針
当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針につ
いては、特に定めておりません。

（4）剰余金の配当等の決定に関する方針
剰余金の配当については、各事業年度の業績を勘案し、将来の事業展開と経営体質の強化
のために必要な内部留保を確保しつつ、連結配当性向30％以上、１株当たりの配当金15円
を下限として実施することを基本方針としております。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
本事業報告中の記載金額及び株式数は、表示単位未満を切捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2019年３月31日現在）

（単位：百万円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産 77,499 流 動 負 債 25,457
現 金 及 び 預 金 25,877 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 9,728
受 取 手 形 及 び 売 掛 金 27,730 電 子 記 録 債 務 12,988
電 子 記 録 債 権 9,754 リ ー ス 債 務 258
有 価 証 券 4,000 未 払 法 人 税 等 1,117
商 品 及 び 製 品 9,775 賞 与 引 当 金 593
仕 掛 品 38 そ の 他 771
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 33 固 定 負 債 3,827
そ の 他 296 リ ー ス 債 務 1,585
貸 倒 引 当 金 △8 繰 延 税 金 負 債 1,514

固 定 資 産 27,306 退 職 給 付 に 係 る 負 債 97
有 形 固 定 資 産 12,245 そ の 他 629
建 物 及 び 構 築 物 4,533 負 債 合 計 29,284
機 械 装 置 及 び 運 搬 具 9 純 資 産 の 部
土 地 5,971 株 主 資 本 71,040
リ ー ス 資 産 1,461 資 本 金 5,368
建 設 仮 勘 定 11 資 本 剰 余 金 7,283
そ の 他 258 利 益 剰 余 金 59,061
無 形 固 定 資 産 2,292 自 己 株 式 △672
ソ フ ト ウ エ ア 2,250 その他の包括利益累計額 4,479
そ の 他 41 その他有価証券評価差額金 4,467
投資その他の資産 12,768 為替換算調整勘定 12
投 資 有 価 証 券 11,747
繰 延 税 金 資 産 42
そ の 他 978
貸 倒 引 当 金 △0 純 資 産 合 計 75,520
資 産 合 計 104,805 負 債 純 資 産 合 計 104,805

宝印刷株式会社 2019年05月17日 14時42分 $FOLDER; 18ページ （Tess 1.50(64) 20181220_01）



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

株
主
総
会
参
考
書
類

― 18 ―

連 結 損 益 計 算 書
(自至 2018

2019
年
年
４
３
月
月
１
31
日
日) （単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 124,604

売 上 原 価 106,494

売 上 総 利 益 18,110

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 11,515

営 業 利 益 6,595

営 業 外 収 益 651

受 取 利 息 及 び 配 当 金 173

仕 入 割 引 402

そ の 他 74

営 業 外 費 用 471

支 払 利 息 60

売 上 割 引 359

そ の 他 52

経 常 利 益 6,774

特 別 損 失 175

投 資 有 価 証 券 評 価 損 175

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 6,599

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 2,073

法 人 税 等 調 整 額 △22

法 人 税 等 合 計 2,051

当 期 純 利 益 4,548

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 4,548
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連結株主資本等変動計算書
(自至 2018

2019
年
年
４
３
月
月
１
31
日
日) （単位：百万円）
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 5,368 7,283 55,769 △672 67,748
当期変動額
剰余金の配当 　 　 △1,256 　 △1,256
親会社株主に帰属する
当期純利益 　 　 4,548 　 4,548

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額) 　 　 　 　 　

当期変動額合計 － － 3,291 － 3,291
当期末残高 5,368 7,283 59,061 △672 71,040

その他の包括利益累計額
純資産合計その他有価証券

評価差額金 為替換算調整勘定 その他の包括利益
累計額合計

当期首残高 4,888 60 4,949 72,698
当期変動額
剰余金の配当 　 　 　 △1,256
親会社株主に帰属する
当期純利益 　 　 　 4,548

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額) △420 △48 △469 △469

当期変動額合計 △420 △48 △469 2,822
当期末残高 4,467 12 4,479 75,520
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連 結 注 記 表
1. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
（1）連結の範囲に関する事項
① 連結子会社の数及び名称
連結子会社の数 ２社
連結子会社の名称
岡崎機械株式会社、日伝国際貿易（上海）有限公司

② 非連結子会社の名称等
大和理研株式会社、株式会社空間洗浄Ｌａｂ.、エヌピーエーシステム株式会社
NICHIDEN TRADING（Thailand）Co.,Ltd.、NICHIDEN（Thailand）Co.,Ltd.、
NICHIDEN VIET NAM CO.,LTD、NICHIDEN USA Corporation
連結の範囲から除いた理由
非連結子会社７社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見
合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしてい
ないため、連結の範囲から除いております。

（2）持分法の適用に関する事項
持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称
大和理研株式会社（非連結子会社）
株式会社空間洗浄Ｌａｂ.（非連結子会社）
エヌピーエーシステム株式会社（非連結子会社）
NICHIDEN TRADING（Thailand）Co.,Ltd.（非連結子会社）
NICHIDEN（Thailand）Co.,Ltd.（非連結子会社）
NICHIDEN VIET NAM CO.,LTD（非連結子会社）
NICHIDEN USA Corporation（非連結子会社）
株式会社プロキュバイネット（関連会社）
持分法を適用しない理由
持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社は、いずれもそれぞれ当期純損益（持分に見合う
額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす
影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

（3）連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社である岡崎機械株式会社、日伝国際貿易（上海）有限公司の決算日は、12月31日であります。
連結計算書類の作成にあたっては、同日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引に
ついては、連結上必要な調整を行っております。
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（4）会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法
ａ 有価証券
満期保有目的の債券……償却原価法（定額法）
そ の 他 有 価 証 券
時価のあるもの ……決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法

により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）
時価のないもの ……移動平均法による原価法

なお、投資事業組合への出資持分については、組合契約に規定されている
決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純
額で取り込む方法によっております。

ｂ たな卸資産
商品及び製品、原材料……主に移動平均法による原価法、一部商品については個別法による原価法（収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
仕 掛 品……個別法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
貯 蔵 品……最終仕入原価法

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
ａ 有形固定資産（リース資産を除く）

主に定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は
除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によって
おります。なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によって
おります。

ｂ 無形固定資産
定額法を採用しております。自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５
年）に基づく定額法を採用しております。なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定
する方法と同一の基準によっております。

ｃ 長期前払費用
定額法を採用しております。なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準に
よっております。

ｄ リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

③ 重要な引当金の計上基準
ａ 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債
権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

ｂ 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

宝印刷株式会社 2019年05月17日 14時42分 $FOLDER; 22ページ （Tess 1.50(64) 20181220_01）



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

株
主
総
会
参
考
書
類

― 22 ―

④ 退職給付に係る会計処理の方法
当社は、確定拠出年金制度を採用しております。また、国内連結子会社は、退職給付に係る負債及び
退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便
法を適用しております。

⑤ 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して
おります。なお、在外子会社等の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及
び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて
おります。

⑥ その他連結計算書類作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

（表示方法の変更）
連結貸借対照表
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）に伴う、「会
社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」（法務省令第５号 平成30年３月26日）を当連結
会計年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
に表示する方法に変更しました。

2. 連結貸借対照表に関する注記
（1）担保に供している資産に関する事項
① 担保に供している資産
投資有価証券 1,814百万円

② 担保に係る債務
仕 入 債 務 1,033百万円

（2）有形固定資産の減価償却累計額 7,024百万円
（3）受取手形裏書譲渡高 707百万円
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3. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
（1）当連結会計年度末における発行済株式の種類及び株式数

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 31,886,000 － － 31,886,000

（2）配当に関する事項
① 配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

2018年６月22日
定時株主総会 普通株式 1,256 40.00 2018年３月31日 2018年６月25日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
2019年６月21日開催の第68期定時株主総会において次のとおり付議いたします。

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

2019年６月21日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 1,413 45.00 2019年３月31日 2019年６月24日

4. 金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項

当社グループは、将来の事業活動に備えた資金は安全性の高い金融資産で運用しております。
受取手形、売掛金及び電子記録債権に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程などに沿ってリスクの低減
を図っております。有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券、取引先企業との業務に関連す
る株式及び譲渡性預金であり、時価のあるものについては四半期ごとに時価の把握を行っております。
支払手形、買掛金及び電子記録債務は、１年以内の支払期日のものであります。ファイナンス・リース取
引に係るリース債務は設備投資に必要な資金調達を目的としております。
デリバティブは外貨建輸出入取引に係る為替の変動リスクを回避するために利用しており、実需の範囲で
行うこととしております。
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（2）金融商品の時価等に関する事項
2019年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません（（注)2.をご
参照ください）。

（単位：百万円）
連結貸借対照表計上額

（※１） 時価（※１） 差額

①現金及び預金 25,877 25,877 －
②受取手形、売掛金及び
電子記録債権 37,485

貸倒引当金(※２) △8
37,477 37,477 －

③有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券 6,703 6,703 0
その他有価証券 8,629 8,629 －
④支払手形、買掛金及び
電子記録債務 （22,716） （22,716） －

⑤リース債務 （1,844） （1,946） 102
※１ 負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
※２ 受取手形、売掛金及び電子記録債権に係る貸倒引当金を控除しております。
（注）1． 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

① 現金及び預金、② 受取手形、売掛金及び電子記録債権
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によ
っております。

③ 有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額によっております。また、株式は取引所の価格によっており、債券は取
引金融機関から提示された価格によっております。

④ 支払手形、買掛金及び電子記録債務
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によ
っております。

⑤ リース債務
リース債務の時価については、元利金の合計額を新規に同様のリース取引を行った場合に想定
される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
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2． 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（単位：百万円）
区 分 連結貸借対照表計上額

非 上 場 株 式 261
投 資 事 業 組 合 出 資 153

合 計 414
上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「③有価
証券及び投資有価証券」には含めておりません。

5. １株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 2,404円85銭
（2）１株当たり当期純利益 144円82銭

6. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はございません。

7. その他の注記
記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表
（2019年３月31日現在）

（単位：百万円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産 76,025 流 動 負 債 24,920
現 金 及 び 預 金 25,356 支 払 手 形 64
受 取 手 形 12,508 電 子 記 録 債 務 12,902
電 子 記 録 債 権 9,742 買 掛 金 9,326
売 掛 金 14,906 リ ー ス 債 務 255
有 価 証 券 4,000 未 払 金 351
商 品 9,274 未 払 費 用 166
貯 蔵 品 30 未 払 法 人 税 等 1,085
前 渡 金 18 未 払 消 費 税 等 95
前 払 費 用 43 前 受 金 24
未 収 収 益 2 預 り 金 53
未 収 入 金 96 前 受 収 益 0
そ の 他 53 賞 与 引 当 金 593
貸 倒 引 当 金 △7 そ の 他 0

固 定 資 産 27,574 固 定 負 債 3,679
有 形 固 定 資 産 12,071 リ ー ス 債 務 1,582
建 物 4,395 繰 延 税 金 負 債 1,467
構 築 物 106 そ の 他 629
車 両 運 搬 具 0 負 債 合 計 28,600
工 具、 器 具 及 び 備 品 256 純 資 産 の 部
土 地 5,846 株 主 資 本 70,532
リ ー ス 資 産 1,454 資 本 金 5,368
建 設 仮 勘 定 11 資 本 剰 余 金 7,283
無 形 固 定 資 産 2,281 資 本 準 備 金 6,283
ソ フ ト ウ エ ア 2,240 そ の 他 資 本 剰 余 金 1,000
そ の 他 41 自 己 株 式 処 分 差 益 1,000
投資その他の資産 13,221 利 益 剰 余 金 58,553
投 資 有 価 証 券 11,731 利 益 準 備 金 587
関 係 会 社 株 式 824 そ の 他 利 益 剰 余 金 57,966
出 資 金 16 固定資産圧縮積立金 386
関 係 会 社 出 資 金 309 別 途 積 立 金 46,000
長 期 貸 付 金 39 繰 越 利 益 剰 余 金 11,580
関 係 会 社 長 期 貸 付 金 6 自 己 株 式 △672
更 生 債 権 等 0 評価・換算差額等 4,466
長 期 前 払 費 用 19 その他有価証券評価差額金 4,466
敷 金 ・ 保 証 金 254
そ の 他 18
貸 倒 引 当 金 △0 純 資 産 合 計 74,999
資 産 合 計 103,599 負 債 純 資 産 合 計 103,599
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損 益 計 算 書
(自至 2018

2019
年
年
４
３
月
月
１
31
日
日) （単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 120,809

売 上 原 価 103,388

売 上 総 利 益 17,421

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 10,984

営 業 利 益 6,436

営 業 外 収 益 638

受 取 利 息 及 び 配 当 金 173

仕 入 割 引 401

そ の 他 63

営 業 外 費 用 452

支 払 利 息 60

売 上 割 引 357

そ の 他 34

経 常 利 益 6,622

特 別 損 失 175

投 資 有 価 証 券 評 価 損 175

税 引 前 当 期 純 利 益 6,447

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 2,015

法 人 税 等 調 整 額 △13

当 期 純 利 益 4,446
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株主資本等変動計算書
(自至 2018

2019
年
年
４
３
月
月
１
31
日
日) （単位：百万円）
株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本
準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

固定資産
圧縮
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

当期首残高 5,368 6,283 1,000 7,283 587 386 44,000 10,390 55,363
当期変動額
別途積立金の積立 　 　 　 　 　 　 2,000 △2,000 －
剰余金の配当 　 　 　 　 　 　 △1,256 △1,256
当期純利益 　 　 　 　 　 　 　 4,446 4,446
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 　 　 　 　 　 　 　 　 　

当期変動額合計 － － － － － － 2,000 1,190 3,190
当期末残高 5,368 6,283 1,000 7,283 587 386 46,000 11,580 58,553

株主資本 評価・換算差額等
純資産合計自己株式 株主資本合計

その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △672 67,342 4,885 4,885 72,228
当期変動額
別途積立金の積立 　 　 　 　 －
剰余金の配当 　 △1,256 　 　 △1,256
当期純利益 　 4,446 　 　 4,446
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 　 　 △419 △419 △419

当期変動額合計 － 3,190 △419 △419 2,770
当期末残高 △672 70,532 4,466 4,466 74,999
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個 別 注 記 表
1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1）資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券……償却原価法（定額法）
子 会 社 株 式 及 び
関 連 会 社 株 式……移動平均法による原価法
そ の 他 有 価 証 券
時価のあるもの ……決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算定）
時価のないもの ……移動平均法による原価法

なお、投資事業組合への出資持分については、組合契約に規定されている決
算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で
取り込む方法によっております。

② たな卸資産の評価基準及び評価方法
商 品……移動平均法による原価法、一部商品については個別法による原価法（収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
貯 蔵 品……最終仕入原価法

（2）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）
並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

② 無形固定資産
定額法を採用しております。自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５
年）に基づく定額法、それ以外の無形固定資産については、定額法によっており、耐用年数については
法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

③ 長期前払費用
定額法を採用しております。なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準によ
っております。

④ リ ー ス 資 産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

（3） 引当金の計上基準
① 貸 倒 引 当 金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞 与 引 当 金
従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
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（4）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

（表示方法の変更）
貸借対照表

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）に伴う、「会
社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」（法務省令第５号 平成30年３月26日）を当事業
年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表
示する方法に変更しました。

2. 貸借対照表に関する注記
（1）担保に供している資産に関する事項
① 担保に供している資産
投資有価証券 1,814百万円

② 担保に係る債務
仕 入 債 務 1,033百万円

（2）有形固定資産の減価償却累計額 6,850百万円
（3）受取手形裏書譲渡高 707百万円
（4）関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（貸借対照表に別掲しているものを含む。）
① 短期金銭債権 636百万円
② 短期金銭債務 8百万円
③ 長期金銭債権 6百万円

3. 損益計算書に関する注記
関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額

（1）売 上 高 755百万円
（2）仕 入 高 173百万円
（3）販売費及び一般管理費 18百万円
（4）営業取引以外の取引高 10百万円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の種類及び株式数
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式（株） 482,514 － － 482,514

宝印刷株式会社 2019年05月17日 14時42分 $FOLDER; 31ページ （Tess 1.50(64) 20181220_01）



― 31 ―

5. 税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
未払事業税 68百万円
未払事業所税 4百万円
未払社会保険料 31百万円
賞与引当金 181百万円
投資有価証券評価損 170百万円
その他 216百万円
繰延税金資産合計 672百万円
繰延税金負債
有価証券評価差額 △1,969百万円
固定資産圧縮積立金 △170百万円
繰延税金負債合計 △2,139百万円
繰延税金資産（負債）の純額 △1,467百万円

6. １株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 2,388円26銭
（2）１株当たり当期純利益 141円58銭

7. その他の注記
記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本
独立監査人の監査報告書

2019年５月20日
株式会社 日 伝
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 和田林 一 毅 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 西 野 尚 弥 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社日伝の2018年４月１日から2019年３月31日までの連結会計
年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行
った。

連結計算書類に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示する
ことにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにあ

る。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人
に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実
施することを求めている。
監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人
の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的
は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適
切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採
用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討する
ことが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社日伝
及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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会計監査人の監査報告書 謄本
独立監査人の監査報告書

2019年５月20日
株式会社 日 伝
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 和田林 一 毅 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 西 野 尚 弥 ㊞

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社日伝の2018年４月１日から2019年３月31日までの第
68期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書に
ついて監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を
策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統
制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め
全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認
める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告書 謄本
監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2018年４月１日から2019年３月31日までの第68期事業年度における取締役の職務の執行について監査い
たしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。
1．監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基
づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報
告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。
（1）監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部監査室と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及

び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社
及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査
役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

（2）会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているか監視及び検証するとともに、会計監査人からその
職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行わ
れることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年
10月28日企業審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変
動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

2．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報
告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2019年５月27日
株式会社 日 伝 監査等委員会

常勤監査等委員 吉 田 富 一 ㊞
監査等委員 古 田 清 和 ㊞
監査等委員 川 上 勝 ㊞
監査等委員 寺 嶋 康 子 ㊞

（注）監査等委員 古田清和、川上勝、寺嶋康子は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役であります。

以 上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件
当社は、長期にわたり安定的な経営基盤の確保に努めるとともに、継続して配当を行
い、株主の皆様への利益還元に努めることを基本方針としております。また内部留保につ
きましては、企業体質の強化と今後の事業展開に備えたいと考えております。配当政策に
つきましては、基本方針をより明確にするため、連結配当性向30％以上、１株当たりの
配当金15円を下限として実施することを2019年３月４日の取締役会で決議しておりま
す。
第68期の期末配当及びその他の剰余金の処分につきましては、当社の基本方針に基づ

き、財務状況や通期の業績等を総合的に勘案した上で、株主の皆様のご支援、ご期待にお
応えするため次のとおりといたしたく存じます。
1. 期末配当に関する事項
(1) 配当財産の種類
金銭といたします。

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき普通配当45円といたします。
なお、この場合の配当総額は、1,413,156,870円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日
2019年６月24日といたします。

2. 剰余金の処分に関する事項
(1) 増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 2,000,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 2,000,000,000円
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第２号議案 定款一部変更の件
当社定款を次のとおり変更いたしたく存じます。

1. 提案の理由
現行定款第２条について、当社の事業領域拡大に伴い、今後のIoTに係る事業展開に備
えるため変更案のとおり事業目的の追加を行い、あわせて所要の整備を行うものでありま
す。
2. 変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）
現 行 定 款 変 更 案

　 第１章 総 則
第１条 ＜条文省略＞
(目的)
第２条 当会社は、次の事業を営むことを
　 目的とする。
１.～６. ＜条文省略＞

　 ＜新 設＞
７.～１４. ＜条文省略＞

　 第１章 総 則
第１条 ＜現行どおり＞
(目的)
第２条 ＜現行どおり＞

１.～６. ＜現行どおり＞
７. 電気通信工事業
８.～１５. ＜現行どおり＞
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第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（10名）
は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役９名の選任をお願いするも
のであります。
なお、本議案につきましては監査等委員会において検討がなされた結果、相当である旨
の意見表明を受けております。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

の株式の数

１

にし き とし ひこ

西 木 利 彦
（1943年12月14日生）

1968年３月 当社入社
1973年２月 取締役
1976年３月 常務取締役
1982年３月 専務取締役
1989年６月 代表取締役専務
1991年６月 代表取締役副社長
1995年６月 代表取締役社長
2008年６月 代表取締役会長
2010年６月 代表取締役会長兼社長
2011年６月 代表取締役会長（現任）

839,400株

［取締役候補者とした理由］
同氏は、代表取締役会長としての任務を通じて、当社の事業活動に関し、豊富な経験と高度な知識
を有しています。また、1973年２月から46年間当社取締役として企業経営に従事し、職務を適切に
遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としておりま
す。

２

ふ け とし かず

福 家 利 一
（1963年９月７日生）

1986年３月 当社入社
2007年４月 理事 営業推進部長
2008年４月 執行役員営業推進部長
2008年６月 取締役

営業本部長代理兼営業推進部長
2009年４月 営業本部長
2010年６月 常務取締役
2011年４月 営業統括
2011年６月 代表取締役社長
2015年４月 代表取締役社長兼営業本部長
2017年４月 代表取締役社長(現任)

77,600株

［取締役候補者とした理由］
同氏は、代表取締役社長、営業部門の責任者としての任務を通じて、当社の事業活動に関し、豊富
な経験と高度な知識を有しています。また、2008年６月から11年間当社取締役として企業経営に従
事し、職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役
候補者としております。
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

の株式の数

３

さかき ばら きょう へい

榊 原 恭 平
（1952年７月30日生）

1976年３月 当社入社
2004年４月 営業本部副本部長兼ＦＡ制御部長
2005年４月 営業本部長兼ＩＴ推進部長
2005年６月 取締役
2006年４月 東部ブロック長
2009年４月 西部ＭＥシステム部長
2010年４月 ＭＥシステム統括部長
2011年４月 ＭＥシステム統括部長兼西部ＭＥシステム

部長
2012年４月 ＭＥシステム統括部長
2014年４月 常務取締役
2017年４月 専務取締役（現任）

社長補佐
2018年１月 社長補佐兼管理本部管掌（現任）

16,800株

［取締役候補者とした理由］
同氏は、営業部門のＭＥシステム統括責任者としての任務を通じて、当社の事業活動に関し、豊富
な経験と高度な知識を有しています。また、2005年６月から14年間当社取締役として企業経営に従
事し、職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役
候補者としております。

４

おか もと けん いち

岡 本 賢 一
（1958年３月31日生）

1976年３月 当社入社
2007年４月 理事 東京支店長
2008年４月 執行役員東京支店長
2009年４月 執行役員東部ブロック長
2010年６月 取締役
2011年４月 中部ブロック長
2015年４月 常務取締役
2016年４月 東部ブロック長
2018年４月 東部ブロック長兼東部ＭＥシステム部管掌

（現任）
2019年４月 専務取締役（現任）

16,300株

［取締役候補者とした理由］
同氏は、営業部門のブロック責任者としての任務を通じて、当社の事業活動に関し、豊富な経験と
高度な知識を有しています。また、2010年６月から９年間当社取締役として企業経営に従事し、職
務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者と
しております。
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

の株式の数

５

さか い よし ゆき

酒 井 義 之
（1954年３月16日生）

1977年３月 当社入社
2001年４月 名古屋支店長
2006年４月 近畿ブロック長
2006年６月 取締役
2009年４月 西部ブロック長
2013年４月 常務取締役（現任）

東部ブロック担当
2014年４月 東部ブロック長
2016年４月 中部ブロック長
2018年４月 中部・西部ブロック担当兼中部ＭＥシステ

ム部管掌
2019年４月 中部ブロック担当兼中部ＭＥシステム部管

掌（現任）

12,700株

［取締役候補者とした理由］
同氏は、営業部門のブロック責任者としての任務を通じて、当社の事業活動に関し、豊富な経験と
高度な知識を有しています。また、2006年６月から13年間当社取締役として企業経営に従事し、職
務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者と
しております。

６

さん がわ あつ し

寒 川 睦 志
（1963年１月28日生）

1985年３月 当社入社
2006年４月 名古屋支店長
2009年４月 執行役員中部ブロック長
2010年６月 取締役
2011年４月 営業本部長兼営業推進部長
2015年４月 西部ブロック長（現任）
2019年４月 常務取締役（現任）

41,300株

［取締役候補者とした理由］
同氏は、営業部門のブロック責任者としての任務を通じて、当社の事業活動に関し、豊富な経験と
高度な知識を有しています。また、2010年６月から９年間当社取締役として企業経営に従事し、職
務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者と
しております。
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

の株式の数

７

ひ がき やす お

檜 垣 泰 雄
（1957年１月24日生）

1980年４月 富士電機製造株式会社（現富士電機株式会
社）入社

1986年２月 当社入社
2002年４月 経営企画部長
2008年４月 執行役員経営企画部長
2011年４月 執行役員人事部長兼経営企画担当
2013年４月 執行役員管理本部長兼総務部長
2013年６月 取締役（現任）
2018年４月 管理本部長（現任）
（重要な兼職の状況）
岡崎機械株式会社取締役
日伝国際貿易（上海）有限公司董事

34,000株

［取締役候補者とした理由］
同氏は、管理部門の責任者としての任務を通じて、当社の事業活動に関し、豊富な経験と高度な知
識を有しています。また、2013年６月から６年間当社取締役として企業経営に従事し、職務を適切
に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としており
ます。

８

さ さ き はじめ

佐々木 一
（1960年１月７日生）

1982年４月 当社入社
2009年４月 執行役員九州地区担当兼九州支店長
2015年４月 執行役員営業本部副本部長兼営業推進部長
2017年４月 執行役員

営業本部長兼営業推進部長
2017年６月 取締役（現任）
2019年４月 営業本部長（現任）
（重要な兼職の状況）
岡崎機械株式会社取締役

5,000株

［取締役候補者とした理由］
同氏は、営業部門の地域担当や営業推進担当の総括責任者としての任務を通じて、当社の事業活動
に関し、豊富な経験と高度な知識を有しています。また、2017年６月から２年間当社取締役として
企業経営に従事し、職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し、引
き続き取締役候補者としております。
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

の株式の数

９

もり た じゅん じ

森 田 淳 二
（1960年３月16日生）

1982年４月 当社入社
2005年４月 ＦＡ制御部長
2006年４月 東部ＭＥシステム部長
2008年４月 執行役員東部ＭＥシステム部長
2011年４月 執行役員東部ブロック長
2013年４月 執行役員東部ブロック長兼東京支店長
2014年４月 執行役員東部ブロック首都圏担当兼東京支

店長
2016年４月 執行役員西部ＭＥシステム部長
2018年４月 執行役員西部ＭＥシステム部長兼西部エン

ジニアリング部担当
2018年６月 取締役（現任）
2019年４月 西部ＭＥシステム部長兼エンジニアリング

部担当（現任）

10,800株

［取締役候補者とした理由］
同氏は、営業部門のブロック責任者並びにＭＥシステム部責任者としての任務を通じて、当社の事
業活動に関し、豊富な経験と高度な知識を有しております。また、2018年６月から１年間当社取締
役として企業経営に従事し、職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判
断し、引き続き取締役候補者としております。

（注）各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

以 上
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Ｍ Ｅ Ｍ Ｏ
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（注）「ＧＳ」…ガソリンスタンド 「ＣＳ」…コンビニエンスストア
交 通 〇地下鉄谷町線・長堀鶴見緑地線 谷町六丁目駅⑦番出口より右へ徒歩約１分
〈お願い〉 駐車場の準備はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮願います。
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